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（議案第７８号） 

 

杉並区印鑑条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、

「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」

の一部が改正され、個人番号カードの所持者について、電子証明書を移動端

末設備（以下「スマートフォン」という。）にも登載することができること

とされたところである。  

このたび、地方公共団体情報システム機構がコンビニ交付サービスに係る

システムを改修し、印鑑登録証明書等の多機能端末機によるコンビニ交付サ

ービスについて、電子証明書が登載されたスマートフォンにより利用できる

こととすることとされた。  

 このことに伴い、スマートフォンを使用して行う多機能端末機による印鑑

登録証明の申請等に係る規定を設ける等の必要があるため、この条例案を提

出する。  

 

＜改正の概要＞  

 多機能端末機に電子証明書が登載されたスマートフォンを使用して、暗証

番号の入力等を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付

を受けることができることとする。（第２０条）  

 

＜実施の時期等＞ 

１  公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日

（令和５年１２月を予定）から施行する。（附則第１項）  

２ 杉並区事務手数料条例の一部改正（附則第２項）  

  必要な規定の整備を行う。（別表第２）  

 

 

 

【問合せ先】      

区民課 内線１１０１  



                                

 

（議案第７９号） 

 

杉並区体育施設等に関する条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

区では、プールに係る一般使用の際の利用料金の納付について、磁気型プリ

ペイドカード方式の使用券によることができることとしているところ、券売機

の入替え等に伴い、現行の磁気型プリペイドカード方式の使用券を廃止し、専

用のＩＣカードを使用する方法によることとした。  

このことに伴い、ＩＣカードを使用する方法による利用料金の納付等につい

て定める等の必要があるため、この条例案を提出する。  

 

＜改正の概要＞  

プールに係る一般使用の際の利用料金の納付については、規則で定めるＩＣ

カードを使用する方法によることができること等とする。（第７条、第１９条

及び別表第５）  

 

＜実施の時期等＞ 

１ 令和６年１月５日から施行する。（附則第１項）  

２ 必要な経過措置を定める。（附則第２項及び第３項） 

 

 

 

【問合せ先】          

スポーツ振興課  内線１６７１  



                                

 

（議案第８０号）  

 

杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

このたび、国民健康保険法施行令等の一部が改正され、世帯に出産する予

定の国民健康保険の被保険者又は出産した被保険者（以下「出産被保険者」

という。）がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する国民

健康保険料の所得割額及び被保険者均等割額を減額すること等とされた。  

 このこと等に伴い、出産被保険者の保険料の減額について定める等の必要

があるため、この条例案を提出する。  

 なお、この条例案は、「杉並区国民健康保険事業の運営に関する協議会」

に諮問し、その答申を踏まえて、作成したものである。  

 

＜改正の概要＞  

１  世帯に出産被保険者がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して

賦課する保険料の所得割額及び被保険者均等割額から、産前産後期間に係

る出産被保険者の所得割額及び被保険者均等割額を基準として算定した額

を減額することとする。（第１８条の４）  

２  出産被保険者に関する届出について定める。（第２４条の４）  

３  地方税法の一部改正に伴い、一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額

の算定に係る規定等で引用している同法の条項を改める。（第１４条及び

第１８条の２）  

４  その他必要な規定の整備を行う。（第１３条の３、第１４条の８、第１

４条の９、第１４条の１６、第１５条及び第２４条の３）  

 

＜実施の時期等＞  

１  令和６年１月１日から施行する。（附則第１項）  

２  必要な経過措置を定める。（附則第２項）  

 

 

 

【問合せ先】         

国保年金課  内線１２７１  



                

 

（議案第８１号） 

 

杉並区立ドッグラン広場条例 

 

＜制定の趣旨＞ 

区は、動物に対して様々な価値観を持つ区民同士が理解し合うとともに、動

物が命あるものとして尊重され、人のよきパートナーとして幸福で健康な生涯

を送ることができるよう、動物愛護と都市における動物の飼養ルールの普及啓

発等の取組を進めてきたところである。 

このたび、犬を自由に運動させる場を提供し、並びに犬の適正な飼養に関す

る知識の普及及び啓発を行うことにより、人と動物の共生する地域社会の実現

に資するため、杉並区立ドッグラン広場を設置することとした。 

このことに伴い、その名称及び位置等を定める必要があるため、この条例案

を提出する。 

 

＜施設の概要＞ 

名称 杉並区立ドッグラン広場 

位置 杉並区松ノ木一丁目１番４号 

面積 １，７９９．９９㎡ 

施設内容 フェンス、水飲み場、ベンチ等 

 

＜条例の概要＞ 

１ 設置（第１条） 

  犬を自由に運動させる場を提供し、並びに犬の適正な飼養に関する知識

の普及及び啓発を行うことにより、人と動物の共生する地域社会の実現に

資するため、杉並区立ドッグラン広場（以下「ドッグラン広場」という。）

を設置する。 

２ 使用することができる者（第２条） 

ドッグラン広場を使用することができる者は、規則で定めるところによ

り区長から使用の登録を受けた犬を所有し、又は管理する者等とする。 

３ 休場日及び開場時間（第３条） 

ドッグラン広場の休場日及び開場時間は、規則で定める。 

４ 使用の手続等（第４条） 

区長から使用の登録を受けた犬を所有し、又は管理する者は、規則で定



めるところにより、ドッグラン広場を使用することができること等とする。 

５ 使用料（第５条） 

ドッグラン広場の使用料は、無料とする。 

６ 使用権の譲渡等の禁止（第６条） 

使用の承認を受けた者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならな

い。 

７ 使用の承認の取消し等（第７条から第１０条まで） 

使用の承認の取消し等、特別の設備、原状回復の義務及び損害賠償につ

いて定める。 

８ 委任（第１１条） 

 

＜実施の時期等＞ 

１  公布の日から起算して４月を超えない範囲内において規則で定める日

（令和６年３月を予定）から施行する。（附則第１項） 

２ 必要な準備行為について定める。（附則第２項） 

 

 

 

【問合せ先】         

生活衛生課  内線４５２２ 

みどり公園課 内線３５７１ 



 

 
 

 

（議案第８２号）  

 

 杉並区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

このたび、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律」により、「就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律」の一部が改正され、指定都市等

における認定こども園の認定に係る都道府県知事への事前協議を事前通知に

見直すこととされたことから、「杉並区特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営の基準に関する条例」で引用している同法の条項が改められ

た。  

このこと等に伴い、所要の規定の整備を図る必要があるため、この条例案

を提出する。  

 

＜改正の概要＞  

１ 特定教育・保育の内容に係る規定で引用している「就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」の条項を改める。

（第１５条）  

２ 「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準」の一部改正に伴い、所要の規定の整備

を行う。（第３５条及び第３６条）  

 

＜実施の時期＞  

公布の日  

 

 

 

【問合せ先】  

保育課 内線１３７１  



                                 

 

（議案第８３号）  

 

杉並区立児童青少年センター及び児童館条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

区は、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、杉並区立阿佐谷南児

童館が設置されている建物を解体し、児童相談所を整備するため、同児童館

の機能を杉並区立杉並第七小学校等の施設に移転することとした。  

このことに伴い、阿佐谷南児童館を廃止する必要があるため、この条例案

を提出する。  

 

＜改正の概要＞  

 阿佐谷南児童館に係る規定を削除する。（別表２）  

 

＜実施の時期＞  

令和６年４月１日  

 

 

 

【問合せ先】          

児童青少年課  内線４４０１  

 



                                

 

（議案第８４号） 

 

杉並区立学校施設使用料条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

区では、体育施設と同様に、杉並区立杉並第十小学校温水プール（以下

「温水プール」という。）に係る一般使用の際の使用料の納付についても、

磁気型プリペイドカード方式の使用券によることができることとしていると

ころ、券売機の入替え等に伴い、現行の磁気型プリペイドカード方式の使用

券を廃止し、専用のＩＣカードを使用する方法によることとした。  

このことに伴い、ＩＣカードを使用する方法による使用料の納付等について

定める等の必要があるため、この条例案を提出する。  

 

＜改正の概要＞  

温水プールに係る一般使用の際の使用料の納付については、教育委員会規則

で定めるＩＣカードを使用する方法によることができること等とする。（第２

条、第３条及び別表第３） 

 

＜実施の時期等＞ 

１ 令和６年１月５日から施行する。（附則第１項）  

２ 必要な経過措置を定める。（附則第２項）  

 

 

 

【問合せ先】        

学校支援課  内線１６４１ 



            

 

 

（議案第８５号）  

 

杉並区立済美教育センター条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

 区は、「杉並区区立施設再編整備計画」に基づき、杉並区立済美養護学校

中学部を杉並区立済美教育センターの建物内に移転するための増改築工事の

期間中、済美教育センターを永福図書館移転後の施設に一時的に移転するこ

ととした。  

 また、増加する不登校児童生徒に関する教育相談に対応するため、教育相

談の機能の拡充を図ることとし、済美教育センターの分室を設置することと

した。  

 このことに伴い、済美教育センターの分室の名称及び位置を定める等の必

要があるため、この条例案を提出する。  

  

＜施設の概要＞  

名称  杉並区立済美教育センター  

位置  杉並区永福四丁目２５番７号  

敷地面積  １ ,７４０．１０㎡  

建築面積  ３８０．６９㎡  

延床面積  １ ,１９０ . ８５㎡  

構造  鉄筋コンクリート造  地下１階、地上２階建て  

施設内容  事務室、理科室等  

 

名称  杉並区立済美教育センター教育相談室  

位置  杉並区永福四丁目２５番４号  

敷地面積  １ ,０９７．２８㎡  

建築面積  ４３６．００㎡  

延床面積  ７５８ . ０１㎡  

構造  鉄筋コンクリート造  地上２階建て  

施設内容  面接室、事務室、会議室、遊戯室等  

 

＜改正の概要＞  

１  済美教育センターの位置を「杉並区堀ノ内二丁目５番２６号」から「杉

並区永福四丁目２５番７号」に改めるとともに、済美教育センターの分室



 

の名称及び位置を定める。（第１条）  

２  済美教育センターが行う事業に、「不登校児童生徒に対する支援に関す

ること」を加える。（第２条）   

 

＜実施の時期＞  

令和６年４月１日  

 

 

 

【問合せ先】  

済美教育センター  内線４７２２  



（議案第８６号） 

 

杉並区立杉並第二小学校管理・教室棟等解体工事の請負契約の締結について 

 

件 名 
杉並区立杉並第二小学校管理・教室棟等解体工事の請負契約の締結に

ついて 

契 約 の 方 法 一般競争入札 

契 約 の相 手 方 

新宿区百人町三丁目１７番１号 

株式会社 内村工業 

代表取締役 荒木 泳輝 

契 約 の 金 額  ２０２，９５０，０００円 

契 約 の 目 的 
 杉並区実行計画に基づき進めている杉並第二小学校の改築にあたり、

校庭を整備するため、既存の校舎等を解体する。 

工 事 概 要 

既存の杉並区立杉並第二小学校の解体工事を行う。 

○解体工事 

  ・敷地面積  10,928.04㎡ 

  ・構  造  鉄筋コンクリート造（管理・教室棟） 

         一部鉄骨造り（屋内運動場）  

  ・階  数  地下1階・地上 3階 

  ・延床面積  5,195.82㎡ 

以下の撤去工事を含む 

  ・電気設備撤去 

  ・給排水衛生設備撤去 

  ・空気調和設備撤去 

  ・アスベスト撤去（レベル２、レベル３） 

工 事 期 間 契約締結の翌日から令和６年１２月２７日まで 

発 注 方 法 単体発注 

仮 契 約 日 令和５年１０月２６日 

入 札 参加 者 数 ８者 

【問合せ先】営繕課    内線１５６１  

経理課    内線１５３１ 

学校整備課  内線１６８１ 

 

 



（議案第８７号） 

 

議会の議決を経た契約の一部変更について 

 

件 名 議会の議決を経た契約の一部変更について 

契 約 の 件 名 国指定史跡荻外荘（近衞文麿旧宅）復原整備工事 

契約の相手方 

江東区新砂一丁目１番１号 

株式会社 竹中工務店 東京本店 

本店長 松岡 久史 

原契約年月日 令和４年６月１０日 

原契約の金額 
８８６，６００，０００円 

（内消費税額８０，６００，０００円） 

変更後の金額 

９７６，０６３，０００円 

（内消費税額８８，７３３，０００円） 

 

増減額  ８９，４６３，０００円 増額 

（内消費税額 ８，１３３，０００円） 

 増減率     １０．０９％ 増 

変 更 概 要 

第一回契約変更 

変更後の契約金額       ９４０，９６２，０００円 

（内消費税額          ８５，５４２，０００円） 

増減額             ５４，３６２，０００円 増額 

（内消費税額           ４，９４２，０００円） 

増減率                   ６．１３％  増 

専決処分日 令和５年８月１６日 

 

今回契約変更 

変更後の契約金額       ９７６，０６３，０００円 

（内消費税額          ８８，７３３，０００円） 

前回変更からの増減額      ３５，１０１，０００円 増額 

（内消費税額           ３，１９１，０００円） 

前回変更からの増減率            ３．７３％ 増 

変 更 理 由 

・荻窪棟の解体を行ったところ、床下配管保温材等にアスベストが含

有されていることが判明し、適正に処理する必要が生じたことや、

建物解体後に多くの部材が転用されていることが判明したことを受

けて、文化庁の助言も踏まえ転用材を復原年代の位置に戻すための

繕い作業などが必要になったため。（令和５年第３回定例会 報告第

１８号） 

・工事着手後、労務単価及び資材価格の上昇により、契約変更の必要が

生じたため。 



工 事 期 間 契約締結の翌日から令和６年１０月３１日まで 

仮 契 約 日 令和５年１０月２６日 

【問合せ先】営繕課    内線１５６１  

経理課    内線１５３１ 

みどり公園課 内線３４３１ 
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（議案第８８号） 

 

令和５年度杉並区一般会計補正予算（第５号） 

 

今回の補正予算は、実績を踏まえた各事業の追加経費等について、新たな事情

や緊急性等の観点から必要な経費を計上するものです。 

 

【概要】 

補正事業   ２２事業   １，２９６，８９６千円 

 

【歳出予算】 

(１)行旅病人等援護         ２，１２０千円 

(２)災害時要配慮者支援対策       １８０千円 

(３)中国残留邦人等への支援    １０，９００千円 

(４)まちの湯ふれあい入浴      ４，０９１千円 

(５)障害者自立支援サービス    １４，６１９千円 

(６)障害者グループホーム等の整備  ４，８１８千円 

(７)すぎのき生活園の改修      ６，５００千円 

(８)障害児通所給付       ２２０，０００千円 

(９)予防接種           ６９，５２５千円 

(10)感染症予防・発生時対策    ５３，６９９千円 

(11)産前・産後支援        １０，０７８千円 

(12)児童扶養手当支給          １７２千円 

(13)子どもの医療費助成     ５０８，７４５千円 

(14)児童健全育成事業        ５，３２５千円 

(15)子ども家庭部都支出金返納金  １３，６９９千円 

(16)見守り強化事業         ２，４８０千円 

(17)保育施設建設助成      １６１，２５１千円 

(18)母子保健医療費等助成      ８，７８６千円 

(19)住宅施策の推進           ３６３千円 

(20)特別支援教育          １，２９８千円 

(21)国際理解教育の推進       ６，０３７千円 

(22)小学校の運営管理      １９２，２１０千円 
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【歳入予算】 

○特別区税           ８２１，３７３千円 

○国庫支出金          ２１１，６４１千円 

○都支出金           ２４５，７８５千円 

○諸収入             １８，０９７千円 

 

 

【債務負担行為】 

〇追加                          （単位：千円） 

№ 事  項 期  間 限度額 

１ 
防災施設整備 

（杉並第八小学校跡地災害備蓄倉庫整備工事） 
令和６年度まで 1,000  

２ 
指定管理者制度による 

コミュニティふらっと永福の管理運営 
令和10年度まで 183,000 

３ 
コミュニティふらっとの整備 

（(仮称)コミュニティふらっと高円寺南整備工事） 
令和６年度まで 7,000 

４ 
高円寺東保育園の移転整備 

（整備工事） 
令和６年度まで 7,000 

５ 
新たな地域交通の整備 
（自動運転移行検証及びシミュレータ環境構築実験委託） 

令和６年度まで 4,000 

６ 道路の路面改良 令和６年度まで 474,000 

７ 狭あい道路拡幅整備 令和６年度まで 40,000 

８ 
橋梁の長寿命化と補強・改良 

（荻窪西口連絡橋北側修繕工事） 
令和６年度まで 66,000 

９ 
公園等の整備 

（(仮称)荻外荘公園整備工事） 
令和６年度まで 49,000 

10 
指定管理者制度による 

永福図書館の管理運営 
令和10年度まで 429,000 

11 
高円寺図書館の移転改築 

（整備工事） 
令和６年度まで 11,000 

 

〇変更                          （単位：千円） 

№ 事項 
補正前 

→ 

補正後 

期間 限度額 期間 限度額 

１ 
公共施設予約システム維持管理 

（公共施設予約システムの再構築） 
令和６年度まで 37,000 令和７年度まで 37,000 

 


